
税務Q&A
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令和2年の9月に妻を亡くしました。ひとり親の要件
は満たしていますが、配偶者控除とひとり親控除の双
方を受けることは可能ですか。

控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則としてそ
の年の12月31日の現況によって判断することになって
いますが、12月31日より前に控除対象配偶者が亡く

なった場合には、その死亡時の現況により判断されます（所得
税法85条）。したがって、亡くなられた時点で控除対象配偶者
としての要件を満たしていれば、配偶者控除が受けられます。
また、ひとり親に該当するかどうかの判定も、同じくその年の
12月31日の現況によりますが、その要件は満たしているので、
両方の規定の適用を受けることができます。

寡婦控除の改正内容を教えてください。

改正後の「寡婦」とは、次の⑴又は⑵に該当する者の
うち、ひとり親に該当しない人をいいます。

⑴夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要
件を満たすもの
イ、扶養親族を有すること。
ロ、合計所得金額が 500 万円以下であること。
ハ、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら
れる者がいないこと。

⑵夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らか
でない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ、合計所得金額が 500 万円以下であること。
ロ、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら
れる者がいないこと。

改正後の「寡婦」の要件は上記のとおりです。改正前の「寡
婦」の要件との主な違いは、扶養親族を有する寡婦についても
「合計所得金額要件」が課されることになったことと、いわゆる
「非事実婚要件」が追加されたことです。したがって、改正前
の寡婦控除の対象ではなかった人が、改正後に「寡婦」に該当
することはありません。

ひとり親控除は、子どもの貧困問題に対処するためにできた
規定です。しかし、男女を問わず同額のひとり親控除が認めら
れるようになったり、寡婦控除にも非事実婚要件が追加された
りしたことは、社会や家族の変化に税法が対応したものとも言
えましょう。
ともあれ、所得控除の要件には複雑なものもありますので、

年末調整や確定申告で迷った場合には専門家に相談されるこ
とをお勧めします。

税制改正により令和2年分から未婚のひとり親にも所
得控除が認められるようになったと聞きました。内容
を教えてください。

これまでは、死別または離婚によってひとり親となっ
た場合にだけ認められた所得控除が、改正によって未
婚である場合にも認められるようになりました。また、

従前の寡夫控除は新設のひとり親控除に吸収され、ひとり親
の控除額は、男女を問わず35万円に統一されました。

1．「ひとり親」とは
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の
明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を
満たすものをいうと規定されています（所得税法第2条第1項
第31号）。今現在、婚姻していなければ、離婚、死別、未婚
を問いません。
イ、その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有する
こと。
ロ、合計所得金額が500万円以下であること。
ハ、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら
れる者として財務省令で定めるものがいないこと。
改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場
合、上記ハの要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなり
ます。

2．「生計を一にする子」とは
上記イの政令で定める子とは、その年分の総所得金額、退
職所得金額及び山林所得金額の合計額である総所得金額等が
48万円以下の子（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とさ
れている者を除く。）のことを言います（所得税法施行令第11
条の2第2項）。従前は「扶養親族である子」と規定されていま
したので、要件が緩和されました。合計所得金額が48万円を
超え扶養の要件を満たしていなくても、純損失の繰越控除な
どを適用したあとの総所得金額等が48万円以下になれば適用
があります。

3．合計所得金額が500万円を超える場合
なお、合計所得金額が500万円を超えても、特別の寡婦の
場合27万円の控除が受けられた令和1年分までの規定はなく
なりましたので、留意が必要です。

ひとり親控除と
　　　寡婦（夫）控除について
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110番通報の仕組み

①110番は警察本部通信指令室につながります
通報を受理する警察官が必要なことをお尋ねします。
落ち着いて、はっきり答えてください。
②携帯電話の場合、場所をきちんと伝えましょう

事件事故の発生場所、通報時の現在地をお尋ねします
ので、確認して教えてください。
場所が分からないときは、交差点名・バス停名・近く
の店舗など目標になるもの、目標物がない場合は、電柱
番号や信号機番号をお伝えください。
③受理と並行して指令します

通報を受理しながら、別の警察官が警察署、パトカー、
白バイなどに無線で指令を行います。
焦らずに警察官の質問に答えてください。

交番・駐在所は、事件・事故やパトロールなどで不在の
場合があります。緊急の事件・事故で困った際は、迷わず
110番通報をしてください。

110番通報時のポイント
担当の警察官が次のことを質問しますので、落ち着いて
はっきりと答えてください。

①事件ですか、事故ですか？
　ひったくり、けんか、交通事故など
②犯人は？
　犯人の人数、服装、車のナンバーなど
③いつ起きましたか？
　たった今、5分前など
④どこで起きましたか？
　住所、交差点名、目標となる建物など
⑤今どんな状況ですか？
　けが人の有無、被害者の状況など
⑥あなたは誰ですか？
　住所、氏名、電話番号など

その他、暴力団に関する情報や相談、薬物に関する相
談、犯罪被害者の心のケア等、様々な相談窓口があります。
詳細は、福岡県警察ホームページをご覧ください。

110番は、緊急の事件・事故のための『緊急通報専用電話』です。
110番通報の際は、通信指令室の警察官が事件現場等について質問しますので、あわてず、あせらず、落ち着いて答
えてください。

緊急時 あわてず あせらず 110番
～ 110番は緊急電話 相談ごとは＃9110 ～

危機管理
情報室

お問い合わせ先
福岡県警察  通信指令課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/tiiki/tushin/001.html

警察相談専用電話「#9110」
110番は事件・事故等緊急の対応が必要な場合に
おける緊急通報専用電話です。
緊急の対応を要さない相談・要望等は、警察相談
専用電話「#9110」か、最寄りの警察署へ電話してく
ださい。
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